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No.9 真間川流域水循環系再生構想 

計画の 

概要 

①計画名、策定年月：真間川流域水循環系再生構想、平成１６年３月 
②対象流域または対象行政区界： 千葉県 真間川流域 

③策定の枠組み：策定主体 千葉県真間川改修事務所 

検討主体 真間川流域水循環系再生構想検討委員会 

検討期間 平成１４年８月～平成１６年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[No.9 真間川流域水循環系再生構想] 



 1-49

策定の背

景、目的 

①背景 

『真間川流域は、千葉県の北西部に位置し、市川市、松戸市、鎌ヶ谷市、船橋市

の４市にまたがっています。昭和３０年頃まで、台地や谷地の斜面樹林、広大な水

田地帯、砂州の松林などの景観の中で、湧水や池、水路が至るところに見られ、清

流が流れ、川は流域住民の生活と深く関わり合っていました。 

しかし、首都東京の通勤圏内の一角として、昭和３０年頃から市街化が急激に進

み、雨を浸透させたり貯えておく機能が低下したことなどから、湧水が枯渇したり、

浸水被害が発生しやすくなったりしました。また、家庭からの雑排水が川に流され

るために、川の水が汚れたり、川の水を利用したりすることが出来なくなりました。

これらの現象は、「地球上の水が、海や陸から蒸発して雲となり、雨や雪となっ

て再び地上に降り、地下水や川の水になって再び海に戻る」というような、本来あ

った水の循環が市街化により大きく変化したことが原因といえます。そのため、こ

れまでのくらし方を見直して、貴重な自然の恵みである雨水を貯めたり、地面にし

み込ませることにより、地下水の涵養や湧水の復活、水害の軽減に役立てたり、雨

水を新たな資源として利用するなど、人と水とのより良い関係を取り込んだ水循環

系のしくみを再生することが求められるようになりました。 

真間川流域のような都市域における水循環系は、都市の構造及び人々の生活活動

そのものと大きな関わり合いを持っています。このため、健全な水循環系の再生に

向けては、河川や下水道など分野別に個別の施策を行うのではなく、多くの行政部

局や流域住民、事業者が水循環系の観点から連携して、総合的に施策を推進する必

要があります。 

このため、千葉県では、「水循環系を再生する事により、清らかで豊かな水が流

れ、浸水被害のない、安全で安心な川づくり及び地域づくりの検討」を目的に、平

成１４年８月に学識経験者、民間団体、千葉県及び関係市の関連部局からなる『真

間川流域水循環系再生構想検討委員会』を発足させました。 

委員会では、発足以来４回にわたり、真間川流域の水循環系再生の基本的な方向

と必要な施策について議論してきました。このたび、その成果をとりまとめ「真間

川流域水循環系再生構想」を策定しました。 

今後、本構想を基に具体的な行動計画を策定し、行政、流域住民、事業者が一体

となり真間川流域の水循環系再生に努力し、一歩一歩望ましい真間川流域に近づけ

ていくことを切に願うものであります。』 

 

②計画の基本理念・目標 

 

 

 

 

 

 

 

③計画期間 

中期計画（平成３２年頃） 長期計画（平成６２年頃） 
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現況把握 流域（行政区域）の現況 

流域図および流域の概要について、図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９９９年時点の水収支図を示す。 
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課題 ①減りゆく林地や畑地 

・過去から現在までの市街化に伴い、谷津田や森林等といった自然地の面積は減

少しつつある。 

 

②減りゆく河川の流量 

・平常時の河川流量のうち、水質が良好な地下水から河川へ流れ出てくる量は、

現在は過去に比べ約２０％少なくなっている。 

・過去と比べて湧水地点が減少している。 

 

③河川水質の汚れ 

・平成３年３月には松戸市が、平成４年３月には市川市、鎌ヶ谷市、船橋市が千

葉県における「生活排水対策重点地域」の指定を受けた。 

・支川の国分川や大柏川といった流域上流部のＢＯＤは１５以上の値を示し、環

境基準値（Ｅ類型、ＢＯＤ１０ｍｇ／Ｌ）を大きく上回り極めて汚れている。

 

④増加する水の利用 

・真間川流域における水の使用量は、人口の増加に伴い、過去に比べ現在はかな

り増加し、将来も２０２０年頃までは増加すると予測される。 

 

⑤繰り返す洪水の発生 

・今後も市街化の進行に伴う不浸透域の拡大や流域の保水・遊水機能の低下、最

近多発する集中豪雨により雨水が一気に河川へ流出しやすくなり、将来は、洪

水流出量の増大に伴う水害の発生が心配される。 

 

対策の 

方針 

対策の基本方針 

基本方針については以下の図のとおり。 
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具体的対

策の概要 

①具体的対策の概要 

基本的な取り組みと各取り組みに対する施策の一覧及びそれぞれ期待される主

な効果をとりまとめたものが下表である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②関係主体の連携（推進体制） 

流域住民、事業者、市民団体等及び行政部局の連携については、以下のように定

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

策定時の

住民の関

わり 

委員会への参加 

 真間川流域水循環系再生構想検討委員会の委員として、数グループの民間団体の

代表が参加している。 
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